
 

    宣言企業番号：第 256 号 

宣言日：令和 4 年 7 月 1 日  

（令和８年 5 月 13 日変更） 

しまねいきいき職場宣言 
 

           私たちは、魅力ある職場づくりに向けて以下の取組を実施します。 

✓宣言１ ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！ 

✓宣言２ 「仕事と生活の調和」を企業の魅力に！ 

✓宣言３ みんな元気に生涯現役！ 

✓宣言４ 誰もがいきいき活躍できる職場に！ 

宣言５ 職場に実情を語り合う場をつくろう！ 

✓宣言６ 「若者が働きがいのある職場づくり」を！ 

 

        

   

 

  

＜現在取り組んでいること＞ 

・子育て等(学校行事、家庭の事情)や田植え等の休みにも柔軟に対応しています  

・男性の育児休業取得実績有り 

・健康診断受診率 100％継続                                                 

・老若男女等を問わず経験や技術を活かし活躍 

・資格取得支援制度有(資格取得にかかる費用会社負担) 

・世代等問わず、フラットに会話しコミュニケーションをとり雑談がとれる環境 

 

＜今後取り組みたいこと＞ 

・身体を使う仕事なので、作業負担緩和につながる機器を導入や IOT 化したり、

安全対策をしっかりしていきたい                   

・女性が活躍できるための働きやすい環境整備                                               

・残業時間の削減に努めたい 

・誰もが、健康に楽しく笑顔で働ける職場へ 

「しまね働き方改革宣言」 

宣言１ ほどよく休み、しっかり仕事、すっきり帰宅！ 

宣言２ 「仕事と生活の調和」を企業の魅力に！ 

宣言３ みんな元気に生涯現役！ 

宣言４ 誰もがいきいき活躍できる職場に！ 

宣言５ 職場に実情を語り合う場をつくろう！ 

宣言６ 「若者が働きがいのある職場づくり」を！ 

）   

しまね働き方改革推進会議 H29.11 制定 R7.7 改定） 

 島 根 県 

（しまね働き方改革推進会議 H29.11 制定 R7.7 改定） 

我が社の取組内容 

株式会社ハナオカ工務店 

代表取締役 畑岡 憲治 


